
R4.改訂-1

新規加入船舶にあたっては、「所属船舶調査票」をご提出ください。

船舶番号

総トン数

重量トン数

馬力（P.S)

船舶用途

＜船舶用途区分＞

㉕　プッシャー

⑮　給水船 ⑯　産業廃棄物運搬船 ⑰　その他貨物船 ⑱　一般油送船 ⑲　ケミカルタンカー

⑳　特殊タンク船 ㉑　曳船 ㉒　はしけ ㉓　台船 ㉔　バージ

⑦　コンテナ船 ⑧　砂利ガット船 ⑨　砂吸込船 ⑩　

⑫　土運船（独航船） ⑬　その他専用貨物船 ⑭　冷凍運搬船⑪　特殊装置の無い砂利専用船（平船）

所属船舶調査票 記載要領

⑥　ロールオン・オフ船

①　一般貨物船 ②　石炭船 ③　セメント専用船 ④　石灰石専用船 ⑤　自動車専用船

船舶国籍証書に記載のものを記入。
（はしけ・台船・バージについては内航登録表示番号を記入）
尚、20G/T未満のプッシャーについては船籍票番号を記入。

小数点以下切捨（４９９）で、記入。
はしけ・台船・バージについては載貨重量トン数に0.6を乗じた数値を記入。（1,000D/W⇒600G/T）

貨物船・はしけ・台船・プッシャーについては、総連合会の旧 認定トン数、旧 正常化処理による積載トン数、及び、鑑定書記
載のD/W（P.Sについては件名表）に基づき記入。
油送船・ケミカルタンカー・特殊タンク船については本船の油槽容積を㎥で記入。
プッシャーの見做しD/Wは、1G/T⇒1.76D/Wで換算。（四捨五入にて総連合会へ報告している場合には、同数を記入。）

本船の主機馬力数（軸馬力）を馬力（P.S)記入。
【注意】KW（キロワット）ではなく馬力で記入。1，000馬力＝735KW（キロワット）

以下の＜船舶用途区分＞①～㉕の中から該当する番号を記入。


